
重要ミッション
「管轄海域の保全のための国境離島の状況把握」

取組状況

内閣府 総合海洋政策推進事務局
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令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 令和９(2027)年度 令和10(2028)年度 ～

【関係者の役割】 内閣府海洋事務局：１）､６） ､７） 国土地理院：２）､ ６） 国土交通省：３） 内閣府重要土地担当：４） 海上保安庁：５）

 海洋開発･利用の推進に係る全ての取組の基盤として、国境離島の状況を適切かつ継続的に把握することが特に重要。
 他方、国境離島に関する諸条件の厳しさゆえ、より合理的・効果的な手法・技術を導入するなどの環境整備が必要。

 令和10(2028)年度まで 特に遠隔･脆弱な国境離島とその周囲の現況地形データ(元地形データ)の取得 [0％→100％]
 令和10(2028)年度まで 我が国が現に保全･管理を行っている国境離島473島の状況把握に必要な空中写真の撮影等の実施(過去5年以内) [40％→100%]
 令和10(2028)年度まで 合理的・効果的な国境離島の状況把握手法を確立

取組の方向性

背景・現状及び施策の必要性

達成すべき目標

主な成果指標

■新たな取組

６） 合理的・効果的な国境離島の状況把握手法の構築（内閣府総合海洋政策推進事務局、国土地理院）

７） 気候変動が領海及び排他的経済水域の外縁を根拠づける基線周辺に及ぼす影響の把握（内閣府総合海洋事務局）

■既往の取組の継続・強化

１） 空中写真及び衛星画像の確認並びに現地調査による状況把握の実施 【強化】（内閣府総合海洋政策推進事務局）

２） 地理空間情報の整備（空中写真の撮影、基準点の設置・維持管理等） 【強化】（国土地理院）

３） 低潮線保全区域における巡視及び行為規制 【継続】（国土交通省）

４） 重要土地等調査法に基づく土地等利用状況調査等の実施 【継続】（内閣府政策統括官（重要土地担当））

５） 水路測量及び海象観測の実施 【継続】（海上保安庁）

○国境離島の特性等に

応じた合理的・効果
的な状況把握手法
（適用技術・頻度等）

の検討

○合理的・効果的な状況把握・評価を実施す
るための「地形照合システム」(※)の整備

○「元地形データ」の取得・収集（レーザー測量の実施、空中写真・衛星画像等の収集）

・１）～７）を通じた国境離島の情報を集約し、国境離島の状況を適切かつ継続的に把握（内閣府総合海洋事務局）

遠隔･脆弱な国境離島における
最新地形ﾃﾞｰﾀの取得･変状評価

経済活動を行う海域の変化・縮小
リスクの把握・低減等を通じ、海
洋における経済活動・投資を促進

合
理
的
･
効
果
的
な
国
境
離
島
の
状
況
把
握
の
確
立

１）～５）の取組を継続

※一定期間を置いて取得した複数のレーザー測量データ
等を比較・分析し、地形変状の兆候を客観的・定量的に
評価するためのシステム

 令和10(2028)年度までに、国境離島における地形変状の兆候を早期かつ継続的にに把握できる環境・体制を整備。
 経済活動を行う海域の変化・縮小リスクの低減等を通じて、海洋の持続可能な開発・利用に係る経済活動・投資を促進。

気候変動リスクの適切な把握

「管轄海域の保全のための国境離島の状況把握」について海洋開発等重点戦略工程表
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参与会議意見書に係る取組状況

〇関係府省庁間の連携強化、適切な優先付け、地形の変化を評価するシステムの活用により、効果的かつ
効率的な状況把握

 空中写真等の地理空間情報の整備に関する連携強化（国土地理院）

 管轄海域の保全の観点から重要な国境離島を優先付けし、航空レーザ測量による状況把握（内閣府海洋事
務局）

 地形変化を評価するシステムの検討・整備（内閣府海洋事務局）

〇衛星画像、AI等最新の技術の活用により、より効果的かつ効率的な状況把握が可能となることも踏まえ、こ
うした新たな技術の動向に配慮しつつ、取り組む

 衛星画像を活用した定点観測など、高頻度での状況把握（内閣府海洋事務局）

〇気候変動に伴う国境離島の地形変状を適時・適切に把握していく

 気候変動の影響が懸念される特に注視すべき国境離島における基礎データの取得（内閣府海洋事務局）

〇地震・火山の噴火等の自然現象に端を発する地形変状を認識した場合においては、関係府省庁が連携し
て対処することが重要

 西之島等の過去の事例を踏まえ対処（関係府省庁）

〇管轄海域の保全の取組を進めるに当たっては、新たな低潮線の発見と低潮高地の保全の重要性も念頭に
置く

 海図の更新等を目的とした水路測量及び海象観測（海上保安庁）
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国境離島の空中写真撮影等
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【実施内容・概要】

土地の測量を実施し、また、海洋開発等重点戦略に基づき、海洋開発・利用の推進に係る全ての取り組みの基盤

として国境離島の状況を適切かつ継続的に把握するため、内閣府と国土地理院で連携し、5年以下の周期で国境

離島の空中写真の撮影等を実施する。

【撮影等実施スケジュール】

令和6～10年度（5か年）で全ての国境離島（473島）の空中写真等の画像を取得（内閣府と国土地理院で分担）

・令和6年度 国土地理院が125島の撮影を実施

・令和7年度 国土地理院が2８島の撮影を実施（1/20現在）

内閣府が83島の撮影を実施（国土地理院は技術的な協力を実施）

・令和8～10年度 引き続き、内閣府と国土地理院で連携して、撮影を実施

国境離島473島

国土地理院（約４割） 内閣府（約６割）

R6、R7に153島を撮影済み

保有する航空機等を使用した
撮影を実施

R7に８3島を撮影済み

技術的な協力など国土地理院と連
携して撮影業務を発注して実施



【国土地理院】

令和6年度：小笠原諸島、隠岐諸島、能登地域など1２５島を撮影

令和７年度：伊豆諸島、沖縄諸島など2８島を撮影

※令和７年度に内閣府において大隅諸島、奄美群島など83島を撮影

地理空間情報の整備（空中写真の撮影、基準点の設置・維持管理等） 

• 直近の空中写真の撮影から相当の年数が経過しているものが多くあることを踏まえ、５年以下の周期で
空中写真の撮影等を行う。

• 空中写真撮影にも必要な国境離島の基準点の設置及び設置した基準点の維持管理（再測量等）を行う。
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空中写真の撮影

令和10年度までに473島の空中写真等の画像を取得

基準点の設置・維持管理

大島

口永良部島

設置

再測量

舳倉島及びその周辺（令和６年４月撮影）

空中写真撮影のイメージ



国境離島の状況把握の取組状況
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本土・近隣離島から遠方に位置し、管轄海域の保全の観点から特に重要、かつ小規模で脆弱な国境離島26島を特
に注視すべき国境離島として位置づけ、航空レーザ測量により島の詳細な地形を把握。

航空レーザ測量の成果（イメージ）

領海外縁線

ネープルス
本土・主要な離島から遠方にある重要な国境離島の例

ネープルス（東京都神津島村）

航空レーザ測量のイメージ

航空レーザ測量による状況把握

空中写真等による状況把握

空中写真・衛星画像による国境離島473島の画像を取得・収集、５年以下の周期で状況把握できる体制を構築し、
ベースとなる状況把握能力を強化。また、衛星画像による定点観測などの高頻度の状況把握にも取り組む。

高精度で高さを計測できる航空レーザ測量は、詳細な地形把握が可能

であり、細かな地形の変状や気候変動の影響等の把握に活用する。

高解像度の画像取得が

可能、かつ正確な位置計

測が可能な空中写真は、

国境離島の状況把握に

おいてベースとなる技術

として活用している。

空中写真撮影のイメージ 空中写真のイメージ

衛星による定点観測のイメージ

近年、高頻度かつ

高解像度の衛星画

像の取得が可能と

なり、遠隔地を繰り

返し観測するような

定点観測が可能に

なった。

光学衛星
SAR衛星



海図の更新等を目的とした水路測量及び海象観測を行い、必要に応じて国境離島に関する情報の共有を行う

マルチビーム音響測深

AOV（自律型海洋観測装置）潮汐観測の様子

測量船等により海底地形等の海域の調査を実施。主に「マルチビーム音響測深機」により、高密度の水深
データを効率よく集め、海底地形を立体的に把握する。

得られた水深データを補正するための潮汐観測や、AOV（自律型海洋観
測装置）による海象観測を実施。

水 路 測 量

海 象 観 測 海図の更新

水路測量や海象観測によって得られ
た情報をもとに海図の更新等を行う。

測量船（搭載艇）の調査の様子 マルチビーム音響測深の記録（漁礁）

水路測量及び海象観測の実施
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西之島
(噴火前）

西之島噴火の経緯

Ｈ25.11.20

測量船等による西之島及び周辺海域の調査

測量船「昭洋」

平成25年11月20日、海上保安庁の航空機が
西之島付近の海上において新島を確認
 その後、活発な噴火が継続し、新島は
噴火前の島を覆って大きく拡大
※西之島の面積【平成30年7月7日時点】
約3.0平方km（噴火(平成25年)前の約13倍）

Ｈ26.1.12 Ｈ26.10.16 Ｈ27.11.17 Ｈ28.9.15 Ｈ30.7.12

○平成28年8月、西之島の噴火警報が縮小されたことから、平成28年10～11月、
測量船「昭洋」及び航空機「MA725」により、海図等の作成のための調査を実施

○平成29年6月30日、西之島(1/25,000)の海図を新刊
〇平成30年7月、航空機「MA725」により調査を実施
〇令和元年5月23日、西之島の海図を改版

西之島の海図

領海・EEZの拡大

平成29年6月30日の海図発行に
より拡大した面積
領海：約70平方km
EEZ：約50平方km

測量船による調査 上陸しての調査

西之島（国境離島）
東京から南に約1000ｋｍ、
父島から西に約130kmにある
無人島

無人調査艇による調査

水路測量及び海象観測の実施 ～西之島の調査事例～

今後も海図の更新を目的とした水路測量等を実施
するほか、民間の取組（海の地図プロジェクト等）と
も連携していく 8
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